
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００８年（平成２０年）７月発行  第２１号 

常日頃より、大変お世話になり本当にあり

がとうございます。 

月日がたつのは早いもので、初当選から２

年がたちます。振り返ってみますと、支持者

の皆様をはじめ、本当に多くの方々に支えて

頂きながら、ここまでやってこられたと、感

謝の思いで、いっぱいです。初心を忘れるこ

となく、皆様の“手足”となって、今後も全

力で頑張ってまいります。 

 

【６月に市議会定例会が開かれました】 

２００８年第２回定例議会が６月３日から

２２日までの会期で開かれました。今議会に

は専決処分、補正予算、契約、人事などの議

案が提出されましたが、慎重審査の結果、全

て原案通り可決しました。補正予算では公立

保育園の耐震診断調査委託料、生活安定応援

事業委託料などが可決されました。 

 

【総務委員会の副委員長に就任へ】 

これまで２年間所属していた文教委員会

（副委員長）から、このたび総務委員会へと

所属が変更になり、７月２４日から同委員会

副委員長に就任します。総務委員会では行政

に関する幅広い審議がなされます。また都市

計画審議会にも所属することになりました。 

私は６月３日の本会議の一般質問で、 

①環境問題について 

②行財政改革について 

③防災対策について 

④防犯対策について 

この４項目を中心に、市長の考えと今

後の取り組みをただしました。特に防災

対策については、大型地震などの災害時

における立川市の取り組みについて、現

状と今後の取り組みを質問しました。 

また１３日に開かれた文教委員会で

は、小・中学校のプールの安全管理、小・

中学校の机などの取り換え、高額な楽器

の有効活用などについて質問しました。 

 

（主な質問内容は２面に） 

皆様の声をもとに一般質問 

☆ 2008 年 第２回定例議会報告 ☆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★環境問題について 

〔質問〕携帯電話には貴重な金属（レアメタル）が含まれている。使用済みの携帯電話を

ごみとして捨てるのではなく、リサイクルの推進を積極的にＰＲしていくべき。 
＜答弁＞携帯電話のリサイクルについて、市が行うごみ減量リサイクルの取り組みにあわ

せて、総合的にＰＲしていく。（市長） 
 
〔質問〕廃食用油が近年バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）として注目されている。立川市

としてもこの廃食用油について、資源再生利用をはかっていくべき。 
＜答弁＞先に取り組んでいる自治体を調査し、今後の技術革新にも注目して、研究してい

きたい。（市長） 

★行財政改革について 

〔質問〕土曜、日曜日に事実上の勤務日となっている業務については、休日扱いをやめ、

現在支給されている「時間外手当」を廃止すべき。 
＜答弁＞今後、土日が本来業務の職場については、勤務を要する日とするように検討して

いく。（行政管理部長） 
 
〔質問〕個人情報保護の取り扱いについて、必要な名簿の作成が困難など過剰反応も起き

ている。有用性に配慮しつつ、適切な運用、ＰＲをはかっていくべき。 
＜答弁＞個人の権利、利益の保護を図るとする法律の趣旨を踏まえ、具体的な仕組み等の

広報が必要と考える。（市長） 

★防災対策について 

〔質問〕近年、大型地震が頻発している。高齢者、障害者など「災害時要援護者」の支援

体制を早急に整備すべき。 
＜答弁＞地域防災計画でも重要な課題の一つとして取り組み、災害時要援護者の支援制度

創設に向け検討を行う。（市長） 
 
〔質問〕地震や火災で被害にあった被災者、事業者に対して、市が支援する様々な制度を

一覧にして、ホームページに掲載すべき。 
＜答弁＞ホームページ上で、自然災害や火災などに起因する被害に対する補助、支援制度

を周知していきたい。（市長） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３月議会での提案が実現 

 

立川市社会福祉協議会では、総合福祉センターに不要になっ 

た入れ歯の回収ボックスを設置し、そのリサイクル事業を始め 

ました。 

私が３月の定例市議会の一般質問で、不要となった入れ歯のリサイクルに取り組む

よう提案したことがきっかけとなって実現したものです。これらの入れ歯には、金、

銀、パラジウムなどの貴金属が含まれており、ユニセフ協会を通じて、飢えや病気で

苦しんでいる世界の子どもたちを救済する事業に役立てられます。 

 

２年後に完成予定 
６月７日、泉町の新庁舎建設予定地 

で新庁舎の起工式が行われました。地 
上３階、地下１階建てで、屋上緑化や 
太陽光発電など環境に配慮した造りが 
特徴です。今後は、砂川支所周辺の国 
有地の利用計画が本格化します。 
（左は新庁舎完成イメージ図） 

このほど、玉川上水遊歩道南側の清願院橋から千 

手橋までの間に、ベンチが２台設置されました。 

遊歩道北側にはベンチが設置されていましたが、

南側にはベンチがなく、散歩をされる方々等から、

ベンチの設置を強く要望されていたものです。 

私は、都建設局公園建設課にベンチの設置を要請。

公明党の東村都議会議員とも連携をとり、実現の運

びとなりました。 

今後も皆様のご要望に、全力でおこたえしてまい

ります。 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《公明党無料法律相談》 
・毎週水曜日（第５週を除く）１４時から 

・立川市錦町１－２－１７澤田ビル２階 

＊詳細は高口やすひこまで 

 
《立川市役所法律相談》（全て予約制） 
・毎週月曜日と木曜日 
・時間 月曜日：９時半～１２時  
    木曜日：１３時半～１６時半 
・市民相談係り：523-2111  内線 215 

公明新聞講読のご案内 
■ 政治・経済・文化・環境・生活などの

読み応えのある情報がいっぱい 
■ 与党唯一の日刊紙 
■ 月ぎめ１８３５円 
■ 申し込みは高口まで 

市政・生活・法律・地域問題など、高口やすひこ まで 

いつでもお気軽にご相談下さい。 

◆公明党立川総支部青年部長 
◆市議会・文教委員会副委員長 
◆立川市柏町４－５１－１柏町団地３－３０２ 
◆電話／ＦＡＸ  ５３４－０２６７ 
◆携帯電話  ０９０－８５１０－６０１２ 
◆メール takaguchi@komei-tachikawa.com 
◆ホームページ  www.komei-tachikawa.com/takaguchi 

長寿医療制度の改善策について（要旨） 

【保険料の軽減措置】 

①「均等割」が７割軽減されている世帯のうち、 

被保険者全員の年金収入が８０万円以下の世 

帯は９割軽減 

②「所得割」は年金収入が１５３万円以下の方 

の１００％軽減に加え、年金収入が２１０万 

円までの方は５０％程度軽減 

【年金からの天引き】 

①国民健康保険料を確実に納付していた方は、 

口座振替も可能 

②世帯主等に扶養され、年金収入が１８０万円 

未満の方は、申請により世帯主による保険料 

の肩代わりが可能 

【今後の検討課題】 

①保険料軽減措置の収入基準を世帯単位から個 

人単位に変更する 

②年金からの保険料天引き免除の対象を拡大 

（現行は１８万未満） 

家具転倒防止器具の取り付け 

◆対象：６５歳以上の高齢世帯。身体 

障害者手帳１～２級の方、愛の手 

帳１～２度の方がいる世帯。 

◆取り付け場所：タンス、本棚、食器 

棚など５か所まで。 

◆取り付け費用：無料 

◆連絡先 

※高齢の方は高齢福祉課 

５２３－２１１１ 内線９２７ 

※障害のある方は障害福祉課 

５２９－７１００ 


